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【要　旨】
先行研究が指摘するブドウ栽培農家と醸造業者の垂直的な自発連携の構造について、これまで

先行研究では捨象されていた中小醸造業者に焦点を当て、これを業界最大手と比較した。その結

果から、シャンパン生産の特殊性が垂直的な自発連携に留まらず、醸造業者の間においても水平

的な恩恵となることを示した。さらに、近年のシャンパン製造に対する新規参入の増加に対して

も、こうした特殊性が由来する可能性を指摘した。
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１．はじめに
高級品としてのシャンパンのイメージは世

界的に定着しており、その固有名詞は地域ブ

ランドとして法的に保護されている。当初は

シャンパーニュ地方産のワインに過ぎなかっ

たシャンパンが世界的に認知されるようにな

り、その過程で形成された法的な保護は、製

法の規定として品質をも保証している。こう

したシャンパンの製法はワインと大きく異な

り、その特殊性がブドウ栽培農家と醸造業者

の垂直的な自発連携を促している。これらは

先行研究が明らかにしたことであるが、その
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ほとんどは市場支配的な大規模醸造業者に焦

点を当てたものであり、その対極にある中小

醸造業者は捨象されている。

そこで本稿では中小醸造業者に焦点を当

て、これを業界最大手と比較することで、シャ

ンパン生産の特殊性が垂直的な自発連携のみ

ならず、醸造者の間に水平的な恩恵をもたら

していることを示した。またその結果から、

近年シャンパン生産への新規参入が増加して

いることも、こうした特殊性に由来する可能

性を指摘した。

２．ワイン市場におけるシャンパンの位置づけ
シャンパンはスパークリングワインの一種

であり、シャンパーニュ地方の特定のブドウ

畑で栽培されたブドウを用いて、法制化され

た手法によって生産したもののみを指す。一

方、スパークリングワインは発泡性のワイン

であり、したがってシャンパンもワインの一

種である。

1）	ワインの産地と市場の概況

ワイン生産の歴史は古く、その起源は明確

でない。関根（［15］6）の整理によると、ロー

マ帝国の繁栄に伴ってワイン生産も活発化

し、2 世紀頃にブルゴーニュやボルドーへ、

3 世紀頃にロワール川流域へ、4 世紀頃にシャ

ンパーニュやライン川沿岸へとブドウ栽培が

広がった。その後も地理的・文化的・宗教的

な要因によってヨーロッパ各地でワインの生

産が継続し、現在 EU は世界生産の 6 割以上

を占める産地となっている（図 1）。

FAOSTAT（［9］）で統計を遡ることが可

能な 1961 年以降の生産量を見ると、米国で

は 1990 年代半ばからワインの生産量が増加

している。一方、アルゼンチンでは 1961 年

の時点で 167．5 万 t が生産されており、2014

年の 149．8 万 t まで増減を繰り返しながら横

ばいとなっている。またオーストラリアでは

1990 年代後半から、チリでは 2000 年代半ば

から、南アフリカでは 1980 年代前半から生

産量が増加している。このように近年になっ

てワインの生産量が増加した国々は、古来の

産地との対比において「ニューワールド」と

呼ばれている。

EU の中でもフランスとイタリアは特にワ

インの生産が盛んであり、歴史的にも二大産

地となっている。図 2 で見ると、スペインと

米国の成長が著しい中、いずれの産地も世界

市場の上位を占めている。

図 1　主要ワイン生産国（2018年）

　注　年間生産量が 100 万 t 以上の国を表示
出所　European Commission［8］より作成
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2）	フランスのワイン生産

2018 年のフランスのワイン生産量は世界 2 位、

輸出は 1 位であった（The France Ministry 

of Agriculture and Food［17］3）。しかし図

3 は、輸出量が増加傾向にある一方で生産量

は減少傾向にあることを示している。第 4 節

で 取 り 上 げ る ジ ャ ニ ソ ン・ バ ラ ド ン

（Janisson-Baradon）によると、輸出は好調

だが、若者のワイン離れにより国内市場は縮

小傾向にあるとのことである。

図 4 はワイン輸出の変化を表している。折

れ線グラフは 1961 年を基準とした輸出量と

輸出額の伸びを左軸で表し、棒グラフは 1t

当たりの輸出額（ドル）を右軸で表す。ここ

から、1961 年から 2016 年までの 55 年間で

フランスのワイン輸出は 3．6 倍に伸び、輸出

額は 60 倍以上に伸びていることがわかる（輸

出額のピークは 2013 年の 71．1 倍）。1t 当た

りの輸出額は 1961 年の 364 ドルから 2014 年

の 6，980 ドルでピークとなり、2016 年の 6，

313 ドルへと推移している。

こうした変化は国際市場におけるワイン需

図 2　主要国のワイン生産量

図 3　フランスのワイン生産量と輸出量

　注　2014 年時点での上位 4 カ国を表示
出所　FAOSTAT［9］より作成

出所　FAOSTAT［9］より作成
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要の拡大とフランスワインの価格高騰を示し

ている。事実、ワインはフランスの主要産業に

なっており、また重要な輸出産業でもある（註 1）。

3）	シャンパン市場の概況

2018 年のシャンパン用ブドウの栽培面積

は 3 万 4300ha であり、これは世界のワイン

用 ブ ド ウ 生 産 全 体 の 0．5 ％ に 過 ぎ な い

（Comité Interprofessonnel du Vin de 

Champagne［7］3）。しかしそこから生み出

されるシャンパンの価値は大きく、「フラン

スで唯一といえるほど、販売や経営の危機を

経験していない」（堀他［11］14）と評される。

図 5 は 2018 年のシャンパンとスパークリ

ングワインの売上を比較したものである。

シャンパンの販売量はスパークリングワイン

全体の 1 割に当たる 3 億 190 万本だが、その

金額は 49 億ユーロ（税別）であり、全体の

36％を占める。ここから、シャンパンの単価

が他のスパークリングワインよりも高いこと

が読み取れる。

 

図 6 はシャンパンの消費地を表しており、

フ ラ ン ス 国 内 は 1 億 4700 万 本（48．7 ％）、

EU は 7620 万本（25．2％）、その他の国や地

域は 7870 万本（26．1％）となっている。だ

が金額ではフランスが 20 億ユーロ（40．8％）、

EU が 13 億ユーロ（26．5％）、その他の国や

地域が 16 億ユーロ（32．7％）となっている。

つまりフランスはシャンパン生産量のほぼ半

分を消費しているにもかかわらず、その支出

  

 

  

図 4　ワインの輸出量と輸出額

出所　FAOSTAT［9］より作成

図 5	 シャンパンとスパークリング
	 ワインの売上（2018年）

　注　金額は税別
出所　Comité Interprofessonnel du Vin de Champagne
　　　［7］より作成
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は 4 割に留まっている。このことから、シャ

ンパンの収益性は国内販売よりも輸出の方が

高いことが読み取れる。その要因としては、

国内では安価なシャンパンを消費して高級品

を輸出に回しているか、シャンパンそのもの

の国際価格が高騰しているか、あるいはその

両方であることが考えられる。その内訳を示

すデータは得られなかったが、表 1 から一定

の傾向が読み取れる。

表 1 はシャンパン輸出先の上位 10 カ国の

データを元に単価を割り出したものである。

ここから、いくつかの例外はあるが、伝統的

なワイン産地とその他の国でシャンパンの単

価が異なる傾向が見て取れる。実際に米国・

日本・中国の単価は 20 ユーロを超えており、

英国・ドイツ・ベルギーの 15 〜 16 ユーロ台

とは明らかに異なる。

日本では 1960 年代から複数回のワイン

ブームを経て、その消費量が拡大してきたこ

とが指摘されており（関根［15］ⅳ）、中国は経

済成長に伴って購買力が高まっていることが

知られている。またComité Interprofessonnel 

du Vin de Champagne（［7］5）によると、シャ

ンパンの輸出先は 190 カ国を超え、この 20

年で EU 域外の市場は 2 倍に拡大した。その

うち 30 近くの市場で年間売上 50 万本以上に

達している。これらに照らしてみると、伝統

的な産地以外の国や地域でもワインを飲む習

慣が浸透し、需要の増加がワイン全般の国際

価格を押し上げていると考えられる。

このように、シャンパンはフランス特有の

地域ブランドとして世界規模で市場を拡大し、

大きな価値を生み出すようになった。その生

産を担っているのは 1 万 6000 戸のブドウ栽

培農家と 340 社の醸造業者（メゾン）（註 2）、

1800 社の輸出業者であり、これらが国内で

140 の生 産 者 団 体を形 成している（Comité 

Interprofessonnel du Vin de Champagne［7］3）。

３．地域ブランド化の過程
Lanotte 他（［13］）は、シャンパンが地域

ブランドとして発展してきた背景にはブドウ

栽 培 農 家 と 醸 造 業 者 に よ る 専 門 職 連 携

（interprofessional agreement）があり、特に

ネゴシアン（註 3）による大規模な宣伝投資

（asymmetric investments）（註 4）がその連携

を強めていると指摘する。こうした独自の構

造 は、 原 産 地 呼 称 統 制 法（Appellation 

d’Origine Contrôlée：AOC）によってシャン

パンに用いるブドウの品種・産地・製造方法

が厳密に規定されているという特殊性から生

じる。つまり AOC に準拠することで商品の

品質が保証されるだけでなく、シャンパンと

いうブランドの価値が成立するため、栽培農

家と醸造業者のいずれにも AOC から外れる

インセンティブは働かない。

図 6　シャンパンの消費地（2018年）

　注　金額は税別
出所　Comité Interprofessonnel du Vin de Champagne
　　　［7］より作成
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一方、AOC がブドウの産地や単位面積当

たり収量などを細かく規定していることと、

ブドウの樹木が成熟して結実するまでに数年

かかることから、シャンパンの生産量を大幅

に増やすことはできない。したがって収益を

向上させるにはシャンパンの単価を上げるこ

とが必要となることから、資金力のあるネゴ

シアンによる大規模な宣伝投資が行われる

（Lanotte et al.［13］13）。

本研究においては、こうした垂直的な専門

職連携に加え、醸造業者の間における水平的

な恩恵が生じていることが見いだせた。その

事例の考察に移る前に、以下でワインに対す

るシャンパンの特殊性と地域ブランドとして

の成立過程を整理しておく。

1）	シャンパンの特殊性

ワインとシャンパンの違いは多岐にわたる

が、主な違いは製法の違いに由来する 2 つの

特殊性である。その 1 つはブレンドであり、

シャンパンは赤ワイン用と白ワイン用のブド

ウ（註 5）のブレンド、複数の畑で収穫された

ブドウのブレンド、1 番絞りと 2 番絞りの果

汁のブレンド（関根［15］124）、過去に収穫

したブドウの果汁で作った複数のストックワ

インのブレンド（山本［21］65）によって作

られる。

通常ワインは単一のブドウ品種・畑・収穫

年の果汁を用いて生産するため、同じ醸造業

者の商品でもブドウの出来具合で風味が変わ

る。したがってワインの味はブドウの産地と

製法によって決まる。これに対してシャンパ

ンはブレンドによって風味を一定に保ってお

り、その味を決めるのは調合士（ブレンダー）

である（宇田川［19］86）。

2 つ目は瓶詰めした状態で第二次発酵をさ

せる点である。ワインは発酵が終わってから

樽や瓶に詰めて熟成させる。一方、シャンパ

ンは第一次発酵が終わったワインに蔗糖と酵

母を加えて瓶詰めし、人為的に瓶内で発酵さ

せる。こうして発生した二酸化炭素を瓶内に

密閉し、ワインに溶け込ませることで発泡性

を帯びさせる（関根［15］124-127）。この製

法はシャンパーニュ方式と呼ばれており、ス

表 1　シャンパン輸出先ランキング（2018年）

順位 国名 量（百万本） 金額（百万€） 単価（€）
1 米国 23．7 577．1 24．4
2 英国 26．8 406．2 15．2
3 日本 13．6 318．8 23．4
4 ドイツ 12．1 203．0 16．8
5 イタリア 7．4 158．6 21．4
6 ベルギー 9．1 144．9 15．9
7 オーストラリア 8．4 123．3 14．7
8 スイス 5．8 120．9 20．8
9 中国 4．7 98．6 21．0
10 スペイン 4．2 85．2 20．3
　注　金額は税別
出所　Comité Interprofessonnel du Vin de Champagne［7］より作成
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パークリングワインにも同じ製法で作られた

商品はあるが、それは「伝統的製法」として

区別される。そのほかにもタンクで第二次発

酵させた発泡ワインを瓶に詰める方法や、瓶

詰めしたワインに炭酸を注入して発泡性を帯

びさせる方法などがあるが、シャンパンの醸

造に用いることができるのはシャンパーニュ

方式のみとされている。

シャンパンの生産は主にこの 2 点の特殊性

から、ワイン生産よりも初期投資やランニン

グコストが嵩む傾向がある。

2）	醸造業者の大規模化

ブレンドという製法の特殊性により、シャ

ンパンの生産には数種のブドウを栽培する広

大な畑と、複数のストックワインを数年間貯

蔵するための個別のタンクが必要となる。ま

たブレンドによって風味を一定に保つことか

ら、ストックワインの保有量と種類が多い方

が品質を安定させやすくなる。さらにブレン

ドには決まった法則はなく、何度も試飲を重

ねて味を調えていくため、経験に裏打ちされ

た熟練技術が不可欠となる（宇田川［19］

86）。

一方、製法として瓶内二次発酵が義務づけ

られているため、瓶詰めした状態でシャンパン

の熟成が行える広い貯蔵所が不可欠となる。

また熟成期間の長短はシャンパンの味や風味

に影響を与えることから、普通は 3 年（註 6）、

高級品では 5 年の熟成が必要であり（宇田川

［19］86）、貯蔵所の面積はこれらのすべてを

収容できることが前提となる。したがって

シャンパンの品質を保ち続けるには、熟成期

間中の経営環境の変化に対応できる資金力が

必要となる。さらに熟成中の動瓶（澱引きの

準備）、澱引き、ドサージュ（註 7）など、第二

次発酵から出荷に至るまでの作業をすべて瓶

単位で行う必要があり、一般的なワイン生産

に比べて、大きな設備と多くの労働力が必要

となる。

このように、シャンパンの生産には知識や

技術の蓄積に加えて相応の資金力が不可欠で

あることから、シャンパンの取扱量が多いネ

ゴシアンの大規模化が進んだ。現在「グラン・

メゾン」と呼ばれる業界大手十数社はすべて

このネゴシアンに区分されており（シャン

パーニュ委員会［5］）、これらが大規模化す

る過程で、地方のスパークリングワインに過

ぎなかったシャンパンを地域ブランドへと成

長させ、世界的に認知されるきっかけを作り

出した。

3）	時代の変遷とネゴシアンによるブラン

ド化

シャンパンのブランド化に貢献し、現在、

最大手ネゴシアンとなったモエ・エ・シャン

ドン（Moët ＆ Chandon：以下「モエ」と略

す）はシャンパーニュ地方の都市エペルネ

（Épernay）で創業し、本社は現在もその地

にある。以下は、特に断らない限り 2019 年

8 月 16 日に本社を訪れた際の聞き取りと公

開資料に基づく。

1743 年にワインの仲買商としてモエを起

こしたクロード・モエ（Claude Moët）は、

時の皇帝ルイ 15 世やその公妾であるポンパ

ドゥール夫人（Marquise de Pompadour）に

ワインを提供しており、その縁によって販路

をヨーロッパ全土へと広げていった。

三代目となる孫のジャン・レミー・モエ

（Jean-Remy Moët）はナポレオン本人やボナ
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パルト家との親交が深く、その縁がモエと

シャンパンの知名度を高めることにつながっ

た（註 8）。またジャン・レミーは時折訪れるナ

ポレオンをもてなすために贅を凝らした宿泊

施設を建設し、これを用いて特権階級を対象

としたホテル事業へと乗り出した（註 9）。こう

して地場産業の発展に貢献したジャン・レ

ミーはエペルネの市長となり、20 年の在任

期間中に社交界を通じてシャンパンを世界へ

流通させていった。

その後、世代が変わってもモエとボナパル

ト家の交流は続き、ナポレオンⅢ世の治世に

モエの経営を担っていたポール・シャンドン

（Paul Chandon de Briailles）とヴィクター・

アーバン・モエ（Victor Auban-Moët）は、

ボナパルト家の寵愛と産業革命の波に乗っ

て、さらに事業規模を拡大した。

このように、時の権力者とのつながりや時

流を得たことでモエの事業は発展し、シャン

パンの流通はヨーロッパから世界へと広まっ

ていった。しかし 19 世紀後半になるとブド

ウの樹木を蝕む害虫が大量発生し、フランス

のブドウ栽培は壊滅状態に陥った。その結果、

ワインの生産量が激減する一方で質の悪いワ

インや模造品が出回るようになり、市場に混

乱を来した。その対応として、この頃から様々

なワイン法が制定されるようになり、現行の

AOC へとつながっていく（須藤［16］12）。

これがシャンパンの品質を保証すると同時

に、原産地を証明することで模造品や類似品

から地域ブランドを守るしくみとなった。

一方、1930 年から 1972 年までモエの経営

に参加したカウント・ロバート・ジャン・ド・

ヴ ォ グ エ（Count Robert-Jean De Vogüé）

はシャンパンの輸出拡大に取り組み、当時の

輸出先を 150 カ国に広げた。また事業の多角

化にも取り組み、ヘネシー、ディオールと連

携し、シャンペン、コニャック、香水の複合

事業化によってモエのブランド価値を一層高

めた（The New York Times［18］）。

その後、モエは 1971 年にヘネシーと合弁

し、さらに 1987 年にルイ・ヴィトンとの合

弁 を 経 て モ エ ヘ ネ シ ー・ ル イ ヴ ィ ト ン

（LVMH）となり、現在、高級ブランドの巨

大コングロマリットを形成している（朝日新

聞［1］）。

シャンパンの生産には相応の資金力が必要

となるため、古くから生産を行ってきた他の

グラン・メゾンも同様の経緯によって発展し

てきた。その過程で彼らはシャンパンを地域

ブランドとして確立させ、また大々的な宣伝

によって高級品としてのイメージを定着させ

た。こうして形成された業界の構造が、シャ

ンパン生産の「川上」から「川下」に至る各

部門の自発的な連携を促し、シャンパンのブ

ランド価値をより強固なものにしている。

４．地域ブランド維持の構造
一方、こうした業界の構造は、醸造業者間

の競争だけでなく恩恵も生み出している。以

下では、モエと立地的に競合関係にあるジャ

ニソン・バラドンに焦点を当て、醸造業者間

の水平的な関係性と地域ブランド維持の構造

について考察する。なお、ジャニソン・バラ

ドンに関しては、特に断らない限り 2019 年

8 月 16 日に行った聞き取りに基づく。

1）	ジャニソン・バラドンの競合関係

ジャニソン・バラドンは 1922 年にエペル

ネで創業し、家族経営でシャンパンの醸造を

中野：シャンパン生産における醸造業者の関連とブランド維持のしくみに関する考察
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行ってきた。現在の経営者は 5 代目であり、

社長のシリル・ジャニソン（Cyril Janisson）

と、その弟のマクサンス（Maxence Janisson）

が経営を取り仕切っている。同社の社員は兄

弟 2 人を含む 8 人であり、自社のブドウと仕

入れたブドウ・果汁を用いて醸造を行うネゴ

シアンである（註 10）。

同社が所有するブドウ畑は 9ha であり、自

社のブドウのみを用いて年間 8 万〜 9 万本の

シャンパンを製造している。2016 年の売上

は 135 万 3900 ユーロであり、内訳はフラン

ス国内が 5 割、輸出が 3 割、直営店（註 11）で

の売上が 2 割となっている。

AOC はエペルネのブドウ畑をクリュ（註 12）

による格付けのない「その他の畑」に分類し

ているため、ジャニソン・バラドンの畑にも

格付けはない。しかし同社は、情報技術の発

達によって国内外の消費者とのつながりを得

やすくなっていることを背景に、格付けや規

模の拡大よりも品質の維持・向上を重視して

いる。事実、社長は「今後も輸出は増える」

と捉えており、規模の拡大についても「畑の

追加購入は考えていない。購入資金の問題だ

けでなく、シャンパン市場も先は読めないた

め、畑を増やすよりは、いまあるものをより

良く維持したい」と語る。

一方、グラン・メゾン（大手ネゴシアン）

の 1 つであり、エペルネに本社を置くモエが

所有するブドウ畑は1，150ha（註13）であり、シャ

ンパーニュ地方で最大規模を誇る。同社が所

有する畑の数は 320 を超え、その半分がグラ

ン・クリュ（特級畑）、1/4 がプルミエ・クリュ

（1 級畑）の格付けを有する。またブドウ栽培、

ワイン製造、貯蔵管理などの各工程に専門家

を擁しており、長年培った知識や技術を蓄積

している。特にワインの味を決める醸造工程

は 9 人の専門家チームが管理しており、年間

2 万種類のワインのテイスティングを通じて

品質の維持・向上に努めている（Moët ＆ 

Chandon［14］）。このように、モエとジャニ

ソン・バラドンは同じネゴシアンであっても、

規模の差は歴然としている。

他方、近年ブドウ栽培農家からの新規参入

が増加しており、そのすべてがネゴシアンで

はないものの、これらも同社の競合であるこ

とに変わりはない。宇田川（［19］86）によ

ると、1990 年代半ばの醸造業者は 150 社で

あった。これが現在では 340 社に増加してお

り、20 年あまりで大量の新規参入が生じた

ことがうかがえる。こうした現状に対して

ジャニソン・バラドンは、新規参入してくる

若手を「仲間とも言えるし競合でもある」と

捉える。「同業者だから、いろいろな話もする。

でも取引先のことなど、具体的な話にはなら

ない」という距離感を保っており、必ずしも

競合他社を敵対的に捉えているわけではな

い。その背景には、シャンパン生産の特殊性

による競合の恩恵がある。

2）	競合による恩恵

前述のとおり、シャンパンはスパークリン

グワインの一種だが、原産地名を冠した独自

のブランドを確立しており、スパークリング

ワインの一種としてではなく「シャンパン」

として世界中に知られている。これは、他社

に先駆けて海外へ進出し、市場の開拓に取り

組んできたことで成長した現在の業界大手

（グラン・メゾン）の功績だが、シャンパン

の醸造業者は多様であり、グラン・メゾンだ

けでなく、中小醸造業者も独自のブランドを
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形成している。したがってシャンパンという

原産地名のブランドの中に様々なブランド

（商品）が存在する。

他のワイン生産においては、企業経営的な

大手と家族経営的な中小の競争によって中小

醸造業者が淘汰されることでワインの多様性

が失われる（＝商品ブランドが減少する）こ

とを避けるために生産者団体が形成され、独

立生産者や中小生産者の支援と相互扶助が行

われている（CEVI［3］）。だがシャンパンに

おける醸造業者の競合関係からは、異なる様

相が見て取れる。

ワインもシャンパンも食品の中では高価な

嗜好品の一つであり、その種類は醸造業者や

ブドウの調合（assemblage）の違いによっ

て多様である。またワインやシャンパンに対

する消費者の好みも多様であることから、陳

列しておくだけでは売れにくい商品である。

こうした傾向は、醸造業者や商品の知名度が

高まるほど相対的に弱まるが、それでも、顧

客を獲得するために積極的な商品説明や試飲

による官能体験の提供が不可欠であることは

変わりない（註 14）。

また中小醸造業者の多くは自社ブランド

（事業者名や商品名）の認知度が低いが、

AOC に準拠する限りは、無名であっても品

質は大手ブランドに類するものであり、ゆえ

に単価は比較的高い（註 15）。そのため売上を

伸ばすのは容易でなく、市場シェアも大手と

中小では比較にならないほどの差がある。だ

がジャニソン・バラドンは他の醸造業者との

競合を次のように捉える。

「業界最大手のモエの本社はエペルネにあ

り、国内外から客となる消費者を集めている。

モエを訪れる客は貯蔵所を見学してシャンパ

ンの製法や貯蔵方法に関する知識を深めた

り、試飲を通じて同社の商品とその特徴を確

認したりする。こうした客の多くは国際商品

としてのシャンパンのみならず、産地に根ざ

した独自のシャンパンを求めて、エペルネに

集積する中小醸造業者の販売店にも立ち寄

る。そこでモエのシャンパンや国際商品とは

異なる風味のシャンパンがあることを知り、

それらのブランドの認知度が高まる。その結

果、これらのブランドを目当てにした訪問客

が増えるため、地域経済全体が活性化してい

く」。

エペルネの近隣には、もう一つの醸造業者

の集積地ランスがあり、双方の距離は電車で

30 分程度である。こうした地理的条件も競

合の恩恵を高めることにつながっているとい

える。

食品業界に限らず、他社との競合は激しい

価格競争やゼロサムゲームを招き、特に中小

事業者の存続を脅かしかねない。だがジャニ

ソン・バラドンの事例からは、競合によって

ブランドの多様性が保たれているという側面

も見て取れる。

５．考察
大手ネゴシアンは多大な宣伝費を投じて、

シャンパンの高級品としてのイメージを定着

させてきた。またシャンパンの原料と製法は

AOC で厳密に規定されており、この規定に

従うことでシャンパンとしての品質とブラン

ド価値が保証される。一方、現在 340 社ある

シャンパン醸造業者のうち、モエのようなグ

ラン・メゾンと呼ばれる巨大企業はわずかに

十数社である。

したがってシャンパンの生産は、ごく少数

中野：シャンパン生産における醸造業者の関連とブランド維持のしくみに関する考察
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の巨大企業が供給の大部分を担う一方、圧倒

的多数の中小醸造業者がごくわずかな量のオ

リジナル・シャンパンを供給するという二極

化の構造になっている。その結果、シャンパ

ンには少品種でも大量の国際商品と、少量で

も多様な独自ブランドが存在する。こうした

構造がシャンパンの流動性と多様性を生み出

しており、世界的にシャンパンの消費者（愛

好家）を増加させる効果が期待できるという

点において、グラン・メゾンと中小醸造業者

の双方に利益をもたらす。

またこうした二極化構造において中小醸造

業者が淘汰されずに存続できているのは、

AOC がシャンパンの品質とブランド価値を

保証していることに由来するといえる。シャ

ンパンに詳しくない消費者であっても、

AOC による法の承認があることから、その

品質に安心感を得たり、価格に納得したりす

ることができる。

さらに、シャンパンの生産には相応の資金

力が必要であるにも関わらず参入が増えてい

ることも、グラン・メゾンによる大規模な宣

伝投資と AOC の規定というシャンパンの特

殊性に由来するといえる。シャンパンはすで

に高級品というイメージが世界的に定着して

おり、国際市場も成長している。したがって

新規参入者はシャンパンの宣伝に投資する必

要はなく、自社ブランドの宣伝に注力できる。

また AOC に準拠すればシャンパンとしての

品質と模造品でないことが証明されるため、

国際市場での信頼性が高く、流通も容易であ

る。その上、産地に醸造業者が集積している

ことによって、他社を訪れた消費者が自社の

直営店に立ち寄る可能性も高まる。

このように、シャンパンの特殊性は地域ブ

ランドの維持・発展のみならず、醸造業者の集

積における利点も生み出している。もちろん、

長い歴史を経て形成されたこのしくみをまね

ることは困難だが、他の商品や地域において

も、こうしたしくみに学ぶ点は多いといえよ

う。本稿の指摘が、今後の地域ブランドの形

成や発展に向けた一助となれば幸いである。

【註】
1） Grandes Marques ＆ Maisons de 

Champagne（［10］）によると、蒸留酒を

含むワイン産業はフランスの輸出総額の

20％を占める第 2 位の輸出品目である。

2） メゾン（maison）はシャンパン醸造業

者全体を指すフランス語であり、生産と

販売の形態によって 7 種に区分される

（シャンパーニュ委員会［5］）。

3） ネゴシアン（negociant）はワインの仲

買商を意味しており、自らブドウ畑を所

有してシャンパンの醸造を行うだけでな

く、栽培農家や組合などから買い取った

ブドウや果汁を用いた醸造も行う。正式

名称は「ネゴシアン・マニピュラン」で

あり、註 2 に示したメゾンの 1 つに区分

されるが、本稿では原文に従って「ネゴ

シアン」と略す。

4） Asymmetria Group（［2］）によると、原語

の asymmetric investment は traditional 

investment の対義語であり、「リスクと

対 価 が 見 合 わ な い（the risks vs. the 

rewards are imbalanced）」投資を意味

する。したがって和訳は「利益度外視の

投資」（≒「投機」speculation）となる

だろうが、Lanotte（［13］）の文脈では

「シャンパンの価値を高めることで利益
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拡大を目指すための宣伝費用」と読み取

れるため、投機的な投資と区別するため

に「大規模な宣伝投資」とした。

5） AOC の規定は「すべてのピノ系品種、

アルバンヌ、プティ・メリエ」となって

おり、赤ワイン用の黒ブドウ 2 種と白ワ

イン用の白ブドウ 5 種が含まれる（シャ

ンパーニュ委員会［4］）。

6） AOC はノンヴィンテージ（一般的なブ

レンド品）で 15 カ月、ヴィンテージ（単

一収穫年のブドウ果汁のみで醸造する別

品）で 3 年の熟成期間を設定している

（シャンパーニュ委員会［6］）。しかし、

シャンパン特有のきめ細かい泡が出るよ

うになるのに 1 〜 2 年かかるため、ノン

ヴィンテージでも 2 〜 3 年以上熟成させ

るのが一般的である（関根［15］125-

127）。

7） ドサージュ（dosage）とは、澱引きによっ

て目減りしたシャンパンを補うと同時に

甘みを加える作業を指す。このときに補

填する蔗糖の含有量によってシャンパン

のタイプ（甘口や辛口の分類）が分けら

れている（関根［15］128）。

8） ジャン・レミーは 24 歳の時にシャンパ

ンの行商先でナポレオン・ボナパルトと

出会い、まだ 13 歳であったナポレオン

の個性に感銘を受けた。帰路につく折、

ジャン・レミーがナポレオンをエペルネ

の自宅に誘ったことで 2 人の交流ははじ

まる。のちにナポレオンは軍事作戦の物

資としてモエからシャンパンを調達する

ほど 2 人は親交を深め、その関係は生涯

に 渡 っ て 続 い た（Kladstrup［12］61-

65）。モエ本社の公開資料では、ナポレ

オンは自らジャン・レミーを尋ね、直々

にレジオンドヌール勲章を授与したとさ

れる。

9） Union des Maisons de Champagne

（［20］）によると、当時 Hôtel Moët の名

で 創 業 し た ホ テ ル は、 現 在 も Hôtel 

Moët ＆ Chandon として営業している。

10） ただし自社のブドウを用いた生産が 9 割

以上を占めており、レコルタン・マニピュ

ラン（自社のブドウのみを用いて醸造を

行う業者）に近い。

11） 同社が直営店を出店したのは 2014 年 3

月であり、当時はまだ醸造業者が直営店

を持つ例は珍しかった。2015 年 7 月に

シャンパーニュが世界遺産に登録されて

以降、醸造業者による直営店の出店は増

えているが、同社はその先駆けとなって

いる。

12） シャンパーニュ地方におけるブドウ畑の

格付けは、過去にブドウ価格の決定に用

いられていたエシェル・デ・クリュ

（Echelle des Cru）が起源となっており、

1999 年に自由化されたあとも、クリュ

（畑の区画を表す）による格付けが名残

として残っている。

13） モエはモンターニュ・ド・ランス、コー

ト・デ・ブラン、ヴァレ・ド・ラ・マル

ヌ、セザンヌ、オーブの 5 地域にブドウ

畑を所有している（Moët ＆ Chandon

［14］）。

14） こうした理由により、大手ネゴシアンは

大規模な宣伝投資を行う。

15） 大手のシャンパンの最低価格は 1 本 35

〜 40 ユーロ程度であるのに対し、ジャ

ニソン・バラドンは 20 ユーロ台である。

中野：シャンパン生産における醸造業者の関連とブランド維持のしくみに関する考察
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